
プラスコム商社会員 （販売促進代行業務）申込書 
お申込み会社様 → プラスコム 

 

 

 

当社（申込み会社）は、「販売促進代行規約」を承認し、「プラスコム商社会員プログラム」に申し込みます。 

お申込み者様記入欄 

記入日 年      月      日 

申込み種別 新規  /  再登録 

貴社名  

（又は屋号） 

 

(セイ) (メイ) 
（フリガナ） 

ご担当者様名 （姓） （名） 

部署名  

所在地（住所） 

〒 

 

 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

ご 担 当 者 様

所属部門 

メール 

アドレス 
 

販売促進代行料 

振込先口座 

銀行名 ：                      支店名 ： 

種 別 ：  （普通 / 当座）          口座番号： 

口座名義：  

所在地（住所） 

〒 

 

 

電話番号  

本社所在地 

（登記上の 

本店所在地） 

ＦＡＸ番号  

 

プラスコム事務処理欄 

プラスコム記入欄 

ログインＩＤ 

（商社会員登録番号） 
処理済印 承認印 受付日 

    

社印 

ＦＡＸ又は電子メール添付により下記へお申込み下さい 
〒614-8165 京都府八幡市上奈良池の向 60-1 
TEL：075-925-7615  FAX：075-925-7490 
プラスコム株式会社 
e-mail： shop@plascom.net 
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販売促進代行規約 

第１条（本規約の適用） 

本規約は、プラスコム株式会社（以下、「当社」という。）が行う通信販売事業（以下、「通販事業」という。）について、希望

する者がその販売促進業務の代行（以下、「販促代行業務」という）を行うに関して適用されます。 

第２条（申込み） 

当社の販促代行業務を行おうとする者（以下「申込者」という。）は、本規約に同意の上、当社所定の申込書の提出をもって申

込みを行うものとし、当社がこれを承諾（メール、書面等での別途通知）した時、当社との「販売促進代行契約」が成立しま

す。尚、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は当該申込みを承諾しません。申込者は当社が必要と認めるときには、

その適格性について再審査を受けるものとします。①申込者が販売を主たる事業とする者でない場合。②虚偽の事実を申告し

た場合。③当社の業務の遂行上又は技術上支障がある場合。④その他当社が不適当と認めた場合。 

第３条（販促代行業務の開始） 

当社が申込書の承諾をした場合には、申込者に対し当社が運営するＷｅｂ通販サイト（以下「Ｗｅｂショップ」という。）にロ

グインするための「ＩＤ」及び「パスワード」を発行し、この時点で活動の開始とします。申込者は、当社の承認を得て販促

代行業務を開始できる状態になったときに、「商社会員」として登録します。 

第４条（販促代行業務） 

商社会員として行う前条の販促代行業務とは、次の業務をいいます。 

（１） 当社通販事業を利用する仕入販売業務 

（２） 当社運営の通販事業に対する利用登録事業者（以下「事業者会員」という）の勧誘及びその入会の取次ぎ 

（３） 前各号に定める業務について当社に対する必要な連絡及び報告 

事業者会員の入会取次ぎについては、当社所定の申込書の提出をもって行います。 

第５条（機密保持義務） 

商社会員は、販促代行業務により知り得た、当社の技術上及び営業上の機密を他には一切漏洩しないものとし、万一漏洩した

ことにより、当社が直接的又は間接的を問わず損害を蒙った場合には、その損害賠償の責に任じます。 

第６条（再委託等の禁止） 

商社会員は、本規約に基づく権利及び義務を如何なる場合であっても、第三者に譲渡、移転及び再委託しないものとします。 

第７条（報告義務） 

商社会員は、すみやかにサービスの提供を開始するため、販促代行業務によって得た事業者会員の申込書を３営業日内に当社

にＦＡＸ又は電子によって報告し、また、申込書記載事項の内容に変更があった場合には、その変更の内容を速やかに報告し

ます。 

第８条（販売促進代行料） 

当社は、商社会員に対して、前条による販促代行業務の結果に基づいて、次に定める販売促進代行料を支払います。その精算

については、毎月２０日を締日とし、翌月２０日に当社より商社会員の指定する銀行口座に電信振込します。尚、振込みに係

る手数料は商社会員が負担し、販売促進代行料より相殺を行うが、その支払い額が振込手数料に満たない場合は、その清算を

翌月に繰越します。 

 

１．当社は、商社会員が得た「事業者会員」の申込者に対し、ＷｅｂショップのログインＩＤ及びパスワードを発行しま

す。入会申込書記載内容と既存登録者との照合は行わず、その発行するログインＩＤにて識別します。また、事業者

会員の申込み条件を「プラスチックに関連する事業者または屋号のある個人事業主」であることとします。 

 

２．当社は、商社会員の取次ぎで得た事業者会員に対する販売実績金額（税別）の８％を、販売手数料として取次ぎの商

社会員に支払います。販売実績金額は、当社が運営するＷｅｂショップによって、顧客の識別方法であるログインを

介して売買が成立した金額とします。 

 

第９条（損害賠償） 

商社会員は、本契約の履行において、その責に帰すべき事由により、当社又は第三者に損害を被らせた場合には、その損害を

賠償します。 

第１０条（有効期間） 

本契約は、第３条の定めに従って開始し、その後、直近の３月２０日をもって終了します。但し、第１１条による契約解除が

ない限り、翌年３月２０日まで１年間を新たな契約期間として更新され、その後も同様とします。 

第１１条（解 除） 

本契約の有効期間の満了日までに、商社会員及び当該商社会員の取次ぎによる事業者会員の本サービス利用実績がなかった場

合には、当社は書面による意思確認の上、本契約を終了することができます。その時期をもって第８条の販売促進代行料の支

払を終了します。但し、初年度に関しては有効期間が１年未満の場合には例外として、１年間の延長を認めます。当社は、申

込者が本契約の各条項の一に違反したときは、申込者に対し何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できます。 

第１２条（適用範囲） 

申込書記載の事業者に属する他の営業所については、これを同一のものとして取扱い個別に契約をしない。 

第１３条（信義則） 

本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に疑義を生じたときは、当社及び申込者はともに誠意をもって協議し、こ

れを解決します。 

 

以上 


